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【個人情報のお取扱いにコいてのお知らせ】 圈

本共済制度におきましては、共済契約者となる事業主ならびに被共済者となる従業員の方々の個人情報を次のとおり取り扱いますので、ご同意のう
え、お申込みください。
①被共済煮の個人!情報(氏名･性別.生年月日等)は、被共済者の同意に基づき、共済契約者から当所に提供されます。

②当所は、共済契約者より提供を受けた共済契約者および被共済者の個人情報について、本制度の運営、各種サービスのご案内･提供のために使用
するとともに、共済契約者および被共済者の同意に基づき、本制度の運営のために締結している新企業年金保険契約を引き受けるアクサ生命保
険株式会社(以下、｢アクサ生命｣という)にこれを提供します。
③アクサ生命は、当所から提供を受けた共済契約者ならびに被共済者の個人情報を保険契約の引き受け･ご継続･維持管理、給付金等のお支払い、
関連会社･提携会社を含む各商品しサービスのご案内･提供、ご契約の維持管理、業務に関する情報提供･運営管理、商品･サービスの充実、その他
の保険に関連･付随する業務のため{こ使用します。また、アクサ生命は、当所をまじめ共済契約者に対し上記目的の範囲内でこれを提供します。

④個人情報lこ変更等が発生した際にも、引き続き当所およびアクサ生命においてそれぞれ②⑧に準じ個人情報が取り扱われます。
⑤新企業年金保険契約の引受生命保険会社が変更される場合は、共済契約者および被共済者の個人情報が変更後の生命保険会社に提供され引き
継がれます。
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｢賃金の支払の確保等に関する法律｣ (昭和鮒年法律第34号)

にもとづき、 52年4月倖日より、 事業主は、退職金支払の

ための保全措置を講ずるよう要請されておりますが、
この特定退職金共済制度に加入した事業所については、
その必要がありません。

榊制蹴特色
①掛金は 1人月額3 0 ,0 0 0 円まで非課税です。
この制度は所得税法施行令第7 3条に定める ｢特定退職金共済制度｣ として、 国の承認を得て

います。 したがって事業主が負担する掛金は、 1人月額3 0 ,0 0 0円まで損金または必要経費

に計上できます。しかも従業員の給与になりません。

(所得税法施行令第6 4条、法人税法施行令第13 5条)

②この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。
③毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
④退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をばかり、企業経営の発展に役立ちます。
⑤中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との

重複加入は認められません。

謝 禽

◎掛金月額
従業員 I人につき 1口 1,0 0 0 円で、 最高3 0口まで加入できます。

⑭□数の増加
お申出により3 0口を限度として加入口数を増加させることができます。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。

◎掛金の運用
当商工会議所がアクサ生命と締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命に委託します。
また、給付金額は、 将来の金利水準、その他の変動により改定されることがあります。なお、
給付金額の改定は、特定退職金共済規程にもとづき、商工会議所の議決を経て行います。
※掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主に対してはいかなる理由があって

も返還されません。

◎この制度の給付金はつきのいすれかとなります。 (別紙参照)

①退職給付金
加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。

②遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数 1口あたり1 Q O O O円

を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。

③退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年

間支払われます。

◎給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。給付金は、加入従業員指定の口座に

振り込んで支払います。なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第4 2条~第4 5条に定め

る遺族補償の順位によります。

硼 解約手当金

やむを得す途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を、加入従業員(被共済者)

に支払います。解約手当金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
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! ◆税務と経理処理について
･ 事業所が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。
加入従業員(被共済者)が受取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となりま l
す。 また、 遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、 解約手当金は一時 !
所得となります。 (所得税法施行令第7 2条、第-8 3条、相続税去第3条) !　
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◎加入できる事業主 [共済契約者]
商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)
を加入させることができます。
ただし、加入できる従業員は満15歳以上8 5歳未満に限ります。
◎加入するときは [任意包括加入1
この制度に加入するかしないかは、 事業主の任意ですが、加入する場合には、‘全従業員を加入
させなければなりません。また加入時に、事業主は、従業員の同意を得てください。事業主、
役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、 この制度に加入できま
せん。 なお、 次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
‘ *期間を定めて雇われている者 *試用期間中の者 *パートタイマーのように労働時間の特に短い者
; *季節的な仕事のため雇われている者 *非常勤の者 、 *休職中の者

◎加入手続
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、別紙加入申込書により、商工会議所に申し込
んでください。掛金は、 毎月定められた日に、 ご指定の金融機関の預金口座振替によって納付
していただきます。

◎被共済者証の発行
被共済者に対しては、 ｢退職金共済制度被共済者証｣ を発行します。事業主から各被共済者に
｢退職金共済制度被共済者証｣ をお渡しください。

したり、死亡したり、あるいは年金の支給を受けようとするときは、商工会議
所に備えつけの書類によって請求してください。

く請求書類〉 、 m ･ 三 ･ 、‐“ 習

②死亡証明書(死亡時のみ)
⑧第 1回年金請求書(年金受給時のみ)

沸 中小企業のモデル退職金
(単位 :円)

勤続年数 年、、ゞ 篩 　 　　　 　　　

3↑0,0 0 0

8 6 3 ,0 0 0

1 7 5↑,0 0 0

4 ,6 4 9 ,0 0 0

6 ,5 4 3 ,0 0 0

8 2 4 1 000

会 社、 都 合 勤続年数 年 齢

4 6↑,0

食,2 竹 p o 0

2 ,3 7ワ,0 0 0

3 ,8 9 0 ,0 0 0

5 ,8 0 3 ,0 0 0

7 7 4 7 ,0 0 0

9 ,5 8 2 ,0 0 0

↑↑,5 5 5 ,0 0 0

己 都 合

4 3 3 ,0 0 0

1 18 3 ,0 0 0

2 ,2 5 0 ,0 0 0

3 ,6 7 9 ,0 0〇

5,60 0 ,0 0 0

ワ,8 8 0 ,0 0〇

9 ,2 3 6 ,0 0 0

会 社 都 、合

6 3 7 ,0 0〇

キ,6 6 3 ,0 0 0

2 ,9 7↑,0 0 O

4 ,ワ40 ,0 0〇

6 ,9 7 6 ,0 0〇

9,4 5 7 ,0 0 0

↑0,6 6倖,0 0 0

倖2,4 8 4 '0 0〇

東京都産業労働局 ｢中小企業の賃金 ･退職金事情｣ (平成国年版)

※当商工会議所は、 下記の保険会社に資産運用を委託しています。

(委託保険会社)

アクサ生命保険株式会社
北九州支社北九州営業所
〒8 0 2‐0 0 0 6 北九州市小倉北区魚町2‐6‐1O
T E七0 9 3‐54 1‐0 5 8 2 FA X :0 9 3‐54 1‐6 2 6 5

この制度についてのお問合せ……
=汽定退職金共済団体)

苅田商工会議所
〒80 0 0 3 5 2 福岡県京都郡苅田町富久町1‐2 2‐14 T E L O 9 3 4 3 6‐163 1

た特定退職金共済団体です。

AXA -lo‐0509‐0 l53/807



別 紙

l退聯合付金溌
< 退職給付金額表>

30 口 20 口 す5 口 10 口 5 口
1年 335.100 223.400 167,550 111.700 55.850

2 年 67 第 00 447,200 335,400 223.600 1川 柳 0

3 年 10 07,400 671,600 503.700 335.800 ‘ 総 花00

4 年 1,344.600 896.400 67名300 448,200 224,too

5 年 1,682 400 l! 2 約 00 8 錦 200 560.800 280.400

6年 2,02 第 00 開 館 2 00 1,0 10.400 673,600 ‐ 336 800

1 800 000 1

0

1 120
5

1.年の途中で退職または死亡された時は月単位で計算した給付金額を支払います。
2,給付金額は特定退職金共済規程に基づくものですが、経済変動により将来改定することが
あります。(退職年金等も同様です。)
3 .退職給付は元本割れいたします。

"遺族給付金蛭

加入従業員(被共済者)が死亡された時は退職給付金に加入ロ数1口当たり10,000円
を加えた遺族給付金を遺族に対して支払います。

L 退職年金践
加入10年以上の退職者が希望された時は退職給付金に代えて退職年金を支払います。
< 退職年金額表>

年 月額,
30 口 20 口 15 口 10 口 5 口

10 年 29,970 19.9即 刻,985 a 990 4 995

15年 4 5 180 3 q 120 22 鞘 0 15 節 0 7.530

20 年 60,540 40,360 30,270 20.180 10.090

25 年 76,020 50,680 38,010 25.340 12,870

30 年 91,7 10 61,140 45,855 30,570 15.285

【注】
1 .年金は本人の生死に関わらず10年間支払います。
2 .年金は3か月分取りまとめて年4回支払います。
3 ,年金月額が10,000円に満たない時は一時金 (退職給付金)での支払いとなります。

苅田商工会議所


